
会長挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　小出子恵出 会長

　今日は、グッデイいきいきサポートセ
ンター様の御厚意により職場見学をさせ
ていただきます。鈴木理事長さんをはじ
め、お忙しいところ誠に有難うございま
す。
　私は、下田地区のピュアハウスに3回お
邪魔しています。そこで障がいのある方
の話相手をしたり、世話をする職員の活

動を見せてもらいました。職員の方は障がいのある方から目
が離せないのです。大変な仕事だと思っています。

　この施設は、障がいのある人が自身の身近な地域で安心し
て暮らせるための、拠点としての機能と役割を果たしていま
す。三条市では大事な施設です。

　職場例会を機会に、皆さんから少しでも障がいのある方の
よき理解者になって頂きたいと思います。

「卓　話」

グッデイいきいきサポートセンター
運営協議会　会長
社会福祉法人　
三条市手をつなぐ育成会
　　　　理事長　鈴木守男　様
　三条ロータリークラブの皆様
方、本日は「移動例会」によう
こそお出で下さいました。

　私は「グッデイいきいきサポートセンター運営協
議会」会長と代表法人である「社会福祉法人三条市
手をつなぐ育成会」理事長を務めております鈴木と
申します。本日はよろしくお願い致します。私が施
設全体の紹介をさせていただいた後、3法人の管理
者・所長が事業内容を説明申し上げます。
「グッデイいきいきサポートセンター」は
知的障がい者を支援する「三条市手をつなぐ育成会」、

精神障がい者を支援する「青空福祉会」、

重度身体障がい者を支援する「ひめさゆり福祉会」

の3つの社会福祉法人で構成されています。平成24
年7月の開所で満5年が経過しました。それぞれが独
立した経営を行っております。玄関は別々ですが、
一つの屋根の下で、廊下で繋がっております。異な
る障がいを持つ人たちを支援する社会福祉法人が、
同じ敷地内で、同じ屋根の下で活動をしているのは
全国であまり例がありません。
　開設経緯を申し上げます。本施設開設前、3法人が
運営していた施設は老朽化や狭隘であること、また
民間の借用物件である施設もあり、いずれも新たな
障害福祉サービスの事情展開が困難という課題を抱
えており、新たな施設整備が望まれておりました。
　小さな施設をバラバラに造るのではなく、既存の
老朽化した施設等を統合し、ゆとりある敷地を確保
した中で拠点化した施設整備を進めることが重要で
ある、との方針が決定されました。
　また、「障がい者自立支援法」に基づく新体系
サービスの提供を可能とし、障がい種別（知的・精
神・身体）にかかわらず、障がいのある方々が必要
とするサービスを利用できるサービスの拠点とし
て、3障がいを合わせた三条市初の「障がい者拠点
施設」の建設に至りました。
　この施設の開所前は、同じ市内に居ながら3法人
の職員はほとんど交流がありませんでした。従っ
て、それぞれの施設の利用者の障がいの実態も専門
外ということで、良くは分かっておりませんでし
た。お互いの持ち味を生かそうとの考えで、私は育
成会の利用者・職員の給食を開所当初から青空福祉
会ともしび工房に委託しました。青空福祉会がかね
てより、給食事業をメーン事業に考えていたからで
す。現在は3法人の利用者・職員併せて毎日平均220
人が大変おいしい昼食をいただいております。育成
会の「ショートスティ事業・アトム」の夜、朝の食
材も提供してもらっております。皆さんにお食べい
ただいた本日の昼食は、利用者・職員と同じメ
ニューです。
　3法人の連携した活動は、合同の防火訓練、防災
訓練、防犯訓練は既に実施しております。障がいの
共通理解、職員の共通研修等、これからが本番で
す。厚労省もその成果に注目しているところであり
ます。
　例会閉会後、各事業をご見学していただきます
が、是非大所高所からご指導、アドバイスを頂けれ
ば幸いです。
　本日はご来所いただきありがとうございました。
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新保清久

クラブと地区の変革をめざそう

■本日の出席会員数：60名中35名
■先々週出席率：75.86％
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例会日／毎週水曜日１２：３０～
例会場及び事務局／
　三条市旭町２－５－１０　三条信用金庫本店内
例会場／TEL ３４－３３１１
事務局／TEL ３５－３４７７   FAX ３２－７０９５

【ゲスト】
 ・グッデイいきいきサポートセンター運営協議会
　　　　　　　　　　　会長　鈴木守男 様
 ・社会福祉法人 三条市手をつなぐ育成会
　　　　　　　　　常務理事　丸山裕子 様
 ・社会福祉法人 青空福祉会
　　　　　　　　　事務局長　川瀬　正 様
 ・社会福祉法人 ひめさゆり福祉会
　　　　　　　　　　　所長　佐藤光雄 様

【先週のメークアップ】
［9.14］三条東RCへ
 ・斎藤弘文さん、　加藤紋次郎さん、
 ・菊池　渉さん、　小林敏信さん、
 ・五十嵐晋三さん、中村和彦さん、
 ・樺山　仁さん、　熊倉昌平さん、
 ・江部卓城さん、　伊藤寛一さん、
 ・小越憲泰さん　　　　　　（11名）
［9.14］三条ローターアクトへ
 ・衛藤泰男さん、　中村信一さん
［9.15］吉田RCへ
 ・加藤紋次郎さん
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職場例会 「施設見学例会」

於 グッデイいきいきサポートセンター
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社会福祉法人
　三条市手をつなぐ育成会
　　常務理事  丸山　裕子　様
　本日は、グッデイいきいきサ
ポートセンターにおいでいただき
ましてありがとうございます。社
会福祉法人 三条市手をつなぐ育
成会で常務理事をしています、丸

山裕子と申します。よろしくお願いいたします。
　育成会パンフレットに添って紹介させていただき
ます。
〇 生活介護事業の紹介をさせていただきます。
・介護の方は障害程
度区分3以上の方が利
用できるサービスに
なります。（障害程度
区分とは、研修を受
けた調査員が本人と
保護者に106項目の聞
き取りを行い、調査の結果を行政に上げ審査をし
てもらい区分が決定します。区分によって使える
サービスや利用料が決定します。）数字が大きい
ほど、支援度が必要になりまので、介護は支援が
必要な方が利用できるサービスとなります。活動
内容ですが、生活介護の保護者の方のニーズで多
く聞かれる事は楽しく元気に通い続けてほしい。
体力が低下しないでほしいという事が上がってき
ます。そのニーズに応え午後はこのホールを利用
し、体力づくりの時間を多く設け、ゲームやマッ
ト運動など利用者さんが無理なく楽しく身体を動
かせるように支援させていただいています。

〇 自立訓練事業の紹介をさせていただきます。
自立した日常生活、社
会生活を送るための力
をつける支援を行って
います。
生活練習では買い物練
習や洗濯練習を行って
います。また、一つで
も自分で出来るように整容面で男性は髭剃り練習
女性では髪の毛をとかす練習など行っています。
また外出活動で公共機関を使っての練習や社会で
のマナーを練習しています。

〇 就労継続支援B型事業の紹介をさせていただきます。
一般就労が難しい方
や、1日働いて工賃を
たくさんほしいという
方が利用されてます。
すてっぷ事業所では三
条市内で10社ちかくの

会社より、受注作業をいただき利用者さんに作業
を提供していす。施設外作業として三条県央工業
様、テクノスクール様で清掃のお仕事をしていま
す。特性によっては私たち健常者より作業スピー
ドもあり丁寧に集中して行える方もいます。

〇 日中一時支援事業の紹介をさせていただきます。
保護者が見守りや介護
ができない時に一時的
にお預かりする事業に
なります。
開所時間は
平日７：３０～
　夜７：３０
朝、午後2便　月ヶ岡特別支援学校送迎サービス
を行っています。
土曜日は９：００～１７：３０　育成会の利用者
さんだけでなく、一般就労された方や他の法人利
用者さん、学童の方も利用されています。

〇 相談支援事業 つなぐの紹介をさせていただきます。
相談支援の役割とは、
障がいのある方に基本
的な相談と福祉サービ
ス等利用計画の作成及
び地域生活への移行に
向けた支援となりま
す。利用計画の作成と
は介護保険で言うところの「ケアプラン」となり
ます。
ご本人の希望する生活を実現するために　必要と
なる幅広いサービスから、適切なサービスの組み
合わせを考えるトータルプランです。相談支援事
業は直接支援を行う事業ではありません。相談者
の望む「生活」「仕事」「余暇」の形をかなえるた
めに相談者の話を聴き必要なサービスと結びつけ
る事が仕事です。

〇 短期入所事業 アトムを紹介させていただきます。
冠婚葬祭、緊急時の利
用が目的ですが、育成
会では将来の生活を見
据えて生活訓練として
平日保護者から離れて
泊まる練習をしていま
す。生活訓練として食
事・洗濯・整容面と支援を行っています。

　

● 育成会では自主製品販売として、育成会トイレッ
トペーパーを販売しております。市内の私立の保
育所・小学校・中学校・三条高等学校、また市役
所関係の施設や市内のホテルでは越前屋ホテル様
や会社関係では北興商事様など多く利用していた
だいています。最近では、オリジナルの柄のトイ
レットペーパーに会社
名を入れ、お客様への
挨拶回りなどに購入し
ていただくようになり
ました。チラシを配布
させていただきました
ので、是非、ご利用い
ただければと思います。

　 本日はありがとうございました。

社会福祉法人 青空福祉会
 　　　事務局長　川瀬　正　様

　皆さん、こんにちは、社会福
祉法人 青空福祉会の事務局長兼
施設長の川瀬です。よろしくお
願いいたします。
　まずもって、本日の昼食、当
法人の給食をご利用いただきま

してありがとうごさいました。
　本日、この場で皆さんのお顔を拝見しますと、前
職場（三条市役所）でお世話になった方々が多くお
られ、懐かしく思います。また、その節は大変お世
話になりありがとうとございました。
　さて、私ども青空福祉会は、主に精神の障がいの
ある方々の社会復帰、就労支援、働く場や交流の場
の提供、そして相談の対応等を行う通所型の社会福
祉施設であります。ご利用をいただける前提は、専
門医から病状が安定して、社会復帰や就労を目指す
ために施設利用することが適当であるとの診断と許
可をいただいた方を対象としています。
　クイズではありませんが、皆さんに質問いたしま
す。現在、精神疾患で精神科病院や専門医院に入
院、通院している方、患者さんは全国でどの位いら
つしゃるかをお聞きしたいと思います。全国で300
万人以上いると思われる方は手を挙げていただいた
だけますか。（当日、5～6人の手が挙がった）
　正解は、300万人以上で手を挙げた方が正解で
す。厚生労働省の平成26年の患者調査によれば、精
神疾患（統合失調症、双極性障害、パーソナリティ
障害、発達障害、認知症等）の患者数は総計で393万
人となってます。成人病の中で、糖尿病や悪性腫瘍

（癌）の患者数を超えて５大疾病のトップの患者数
となっていることは皆さんご存じでしょうか。
　また、日本の人口数が年々減少している中で、精
神疾患の患者数は年々増加しているのも事実であり
ます。特に、双極性障害（躁うつ病）が過去15年間
の間に2倍の患者数に増加しているのが特徴であ
り、日本の社会経済の動向が反映されているのでは
ないでしょうか。わしたち誰しもが環境や置かれて
いる状況が悪化すると発症する可能性があることを
物語っている数字ではないでしょうか。このような
背景もあり、当施設を利用される方は年々増えてい
ます。
　それでは、当法人で実施している事業を紹介、説
明させていただきます。
　当法人の紹介パンフ
レットをご覧下さい。開
いていただいて「ともし
び工房」では、3つの障
がい福祉サービス事業を
展開しています。
　一つは、「就労継続支援Ｂ型事業」（現在、定員20
名のところ27名の利用登録）です。このサービス事
業は、作業を希望する障
がいのある方に働く場を
提供します。一人ひとり
に合った作業や活動を通
じて、働く喜びと生活の
ための工賃収入を得る支
援を行っています。作業
としては、3法人の利用
者・職員に昼食（一日
140食）を給食事業とし
て提供しています。この
ほか、製菓製造販売、清
掃・除草の受託事業、市
内企業からの包装、組
立、点検等の受託事業が
あります。その売上が工
賃として利用者さんに支
払われます。
　また、ともしび工房の従たる事業所として、下田
庁舎庁舎脇に「きずなの会」の作業所があり、就労
継続支援Ｂ型事業を展開
しております。作業は受

注事業と農作業を中心おこなっています。
　定員15名で利用登録者数20名となっています。
　二つ目は、「自立訓練（生活訓練）事業（現在、定
員6名で、利用登録者6名）」です。この事業は、自
立した日常生活・社会生活能力の向上のための支援
を行っています。一定期
間（2年）、通所や訪問訓
練を組み合わせ支援をし
ています。利用登録者
は、学校卒業後、疾病を
始めいろんな理由で就労
できない方や就職した
が、うまくいかず改めて日常生活・社会生活能力の
訓練が必要な方、また、特別支援学校高等部卒業生
で、さらに訓練が必要な方が利用登録されていま
す。最近は、特別支援学校高等部の卒業生の利用登
録者が増えています。
　三つ目は、「就労移行支援事業（定員6名で9名の
利用登録者）」です。
　この事業は、一般企業
など（一般・障がい者雇
用）への就職を希望され
る方に、一定期間（ 2
年）、就労に必要な知識
及び能力の向上をのため
の支援を行います。また
適正に合った職場探しや就労後の職場定着のための
支援を行っています。近年は、障がい者雇用の義務
化（障がい者雇用率）もあり、当法人の利用者の
方々の障がい者雇用での就職実績も上がってきてい
ます。平成28年度は4名、平成27年度は6人の就職実
績でありました。職場定着率を上げていくために職
場定着支援にも力を入れています。
　次に、「青空地域生活支援センター事業（地域活動
支援センターⅠ型事業）」をご紹介します。この事
業は、三条市から委託されて受託事業として行って
います。病院を退院され
た方や在宅、通院中で
あっても社会や家族の中
で人間関係がうまくいか
ない方、孤立気味の方に
対して、仲間づくりの
場、安心してくつろげる
場を提供しています。ミーテイング、行事、ボラン
ティア活動、地域行事などへの参加を促したり、ま
た、普段の生活の中での困りごと、心配ごとについ
て、面接や電話などで相談に応じています。
　利用定員は30名となっていますが、年度末には利
用登録者は60名以上となっています。
　先程の精神疾患者の増加や入院から在宅・地域で

生活促進の動向の中で、病院や保健所、市役所の紹
介等で利用者数は増えています。
　最後の「相談支援センター青空」の運営事業は、
市からの受託事業で、障が児・者への各種相談支援
事業を行っています。相談事業の内容は、先程の三
条市手をつなぐ育成会さんの説明内容と同様であり
ます。市は、現在市内の4つの社会福祉法人に相談
支援事業を委託しています。当法人での対象者は3
障がい（身体・知的・精神）全部ですが、精神障が
い者本人、家族、関係機関からの相談数が圧倒的に
多くなっています。
　最後に、皆様へのお願いがあります。一つは、精
神障がい（者）への理解と配慮を深めいたたきます
ようお願いいたします。昨年4月に障害者差別解消
法が施行されましたが、障害者に対する差別、特に
精神障害者に対する差別がなくなりません。ごく一
部のそれも特殊の障がい者？が事件を起こすと、す
べての精神障がい者に対する偏見へと広がることが
懸念されます。
　二つ目は、来年4月から障がい者雇用の法定雇用
率のカウントに精神障がい者も対象となります。是
非、皆さんの職場でも、障がい者雇用をご検討いた
だき精伸障がい者の方々も雇用していただければ幸
いです。併せまして、皆様の会社が、障がい者への
職場見学や職場体験の受入れ企業となっていただけ
れば、なお幸いなことですので、よろしくお願いい
たします。
　本日は、グッデイいきいきサポートセンターにお
出でいただきまして誠にありがとうございました。

社会福祉法人 ひめさゆり福祉会　
らいふ・すていしょん所長
　　　　　　　佐藤光雄　様
　ひめさゆり福祉会「らいふ・
すていしょん」所長の佐藤光雄
と申します。よろしくお願いし
ます。
　ひめさゆり福祉会は、平成8年

に下田地区に障がいを持つ人たちの「小規模作業所
ピュアハウス」として保護者を中心に運営を開始
し、翌年「下田村手をつなぐ育成会」を経て平成１
5年に社会福祉法人として県から認可を受け現在に
至ります。
　パンフレットを参考に説明させていただきます。
ひめさゆり福祉会は法人本部が下田地区のピュアハ
ウスにあります。
　ピュアハウスでは「生活介護事業」「就労移行支

援事業」「就労継続支援事業Ｂ型事業」「相談支援事
業」を行っています。
【生活介護】
障がい程度区分が3以
上の中・重度の身体
及び知的障がいの方
対象に、排泄介助、
食事介助、入浴サー
ビスの支援をしてい
ます。併せて利用者
のニーズを捉えながら行事創作活動、身体機能の
低下を防ぐための訓練を行っています。

【就労移行支援】
一般企業等への就職
を希望している障が
いのある方に、働く
ための意識や作業能
力の向上、社会人と
してのルールやマ
ナーについて必要な
訓練、就職の支援を行っています。

【就労継続支援Ｂ型事業」
一般企業での就労は難しいけれど、作業を希望す
る障がいのある方に働く場を提供し、利用者の能
力に応じた作業や行事を通して働く喜びの支援を
行っています。

【相談支援事業】
障がいのある方や家族の方が、地域で生活する上
で困っている事や悩みなどに相談支援を行ってい
る所です。秘密は硬く守られます。

　グッデイいきいきサポートセンター内では「らい
ふ・すていしょん」があり、「生活介護事業」と
「放課後等デイサービス事業」を行っています。
【生活介護】　
一日の定員が18
名で、現在27名
の方が利用して
います。それぞ
れ軽作業や個別
に 合 わ せ た 訓
練、レクリェー
ションなど張り合いを持って通所しています。
作業はＳ字フック、ペットボトルキャップ選別な
どの軽作業、授産品作りなどを行っており、作業
に参加できない利用者は個別計画に沿って楽しん
で通える支援をしています。
他、季節の行事、外出などの活動を通していきい
きと過ごせる場の提供を行えるよう努めていま
す。

【放課後等デイサービス】
一日の定員が 5 名
で、療育が必要な小
学生～18才までの生
徒（主に月ヶ岡特別
支援学校）に対して
放課後や夏休みなど
の長期休みの期間利
用できる場を提供しています。生活能力の向上、
集団生活への適応訓練、創作活動、運動遊び等を
通して自立促進を行っています。

その他の以下の事業を行っています。
【レストランひめさゆり】
三条市役所内で就労継
続支援Ａ型事業「レス
トランひめさゆり」を
行っています。定員は
10人で、レストラン業
務を通して働く喜びと楽しい生活のための工賃収
入を得る支援を行っています。
おいしい日替わり定食、様々なメニューと現在は
期間限定のカレーラーメンも用意してありますの
で、市役所へお越しの際は是非ご利用下さい。

【あすなろの家】
地域生活支援事業とし
て三条市からの委託を
受け、栄地区で地域活
動支援センター「あす
なろの家」を行ってい
ます。交流活動や創作
活動、作業の機会を提供し、社会と交流促進を図
り日常生活に必要な支援を行っています。

【グループホーム】
グループホームは地域でそ
の人らしく自立した日常生
活を送るための住まいで、
少人数での共同生活（個
室）を送りながら企業や福
祉サービス事業所へ通って
いる所です。世話人が食事
や生活支援を行い、休みの日には買い物や外出を
楽しんだりして過ごしています。それぞれ定員５
名で栄地区に「いずみ荘」、下田地区に「パン
ジー」があります。

　以上ひめさゆり福祉会の簡単な説明になりました
が、障がいがあっても一人ひとりが地域であたりま
えに暮らして行くための支援に努めています。　
　ありがとうございました。
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社会福祉法人
　三条市手をつなぐ育成会
　　常務理事  丸山　裕子　様
　本日は、グッデイいきいきサ
ポートセンターにおいでいただき
ましてありがとうございます。社
会福祉法人 三条市手をつなぐ育
成会で常務理事をしています、丸

山裕子と申します。よろしくお願いいたします。
　育成会パンフレットに添って紹介させていただき
ます。
〇 生活介護事業の紹介をさせていただきます。
・介護の方は障害程
度区分3以上の方が利
用できるサービスに
なります。（障害程度
区分とは、研修を受
けた調査員が本人と
保護者に106項目の聞
き取りを行い、調査の結果を行政に上げ審査をし
てもらい区分が決定します。区分によって使える
サービスや利用料が決定します。）数字が大きい
ほど、支援度が必要になりまので、介護は支援が
必要な方が利用できるサービスとなります。活動
内容ですが、生活介護の保護者の方のニーズで多
く聞かれる事は楽しく元気に通い続けてほしい。
体力が低下しないでほしいという事が上がってき
ます。そのニーズに応え午後はこのホールを利用
し、体力づくりの時間を多く設け、ゲームやマッ
ト運動など利用者さんが無理なく楽しく身体を動
かせるように支援させていただいています。

〇 自立訓練事業の紹介をさせていただきます。
自立した日常生活、社
会生活を送るための力
をつける支援を行って
います。
生活練習では買い物練
習や洗濯練習を行って
います。また、一つで
も自分で出来るように整容面で男性は髭剃り練習
女性では髪の毛をとかす練習など行っています。
また外出活動で公共機関を使っての練習や社会で
のマナーを練習しています。

〇 就労継続支援B型事業の紹介をさせていただきます。
一般就労が難しい方
や、1日働いて工賃を
たくさんほしいという
方が利用されてます。
すてっぷ事業所では三
条市内で10社ちかくの

会社より、受注作業をいただき利用者さんに作業
を提供していす。施設外作業として三条県央工業
様、テクノスクール様で清掃のお仕事をしていま
す。特性によっては私たち健常者より作業スピー
ドもあり丁寧に集中して行える方もいます。

〇 日中一時支援事業の紹介をさせていただきます。
保護者が見守りや介護
ができない時に一時的
にお預かりする事業に
なります。
開所時間は
平日７：３０～
　夜７：３０
朝、午後2便　月ヶ岡特別支援学校送迎サービス
を行っています。
土曜日は９：００～１７：３０　育成会の利用者
さんだけでなく、一般就労された方や他の法人利
用者さん、学童の方も利用されています。

〇 相談支援事業 つなぐの紹介をさせていただきます。
相談支援の役割とは、
障がいのある方に基本
的な相談と福祉サービ
ス等利用計画の作成及
び地域生活への移行に
向けた支援となりま
す。利用計画の作成と
は介護保険で言うところの「ケアプラン」となり
ます。
ご本人の希望する生活を実現するために　必要と
なる幅広いサービスから、適切なサービスの組み
合わせを考えるトータルプランです。相談支援事
業は直接支援を行う事業ではありません。相談者
の望む「生活」「仕事」「余暇」の形をかなえるた
めに相談者の話を聴き必要なサービスと結びつけ
る事が仕事です。

〇 短期入所事業 アトムを紹介させていただきます。
冠婚葬祭、緊急時の利
用が目的ですが、育成
会では将来の生活を見
据えて生活訓練として
平日保護者から離れて
泊まる練習をしていま
す。生活訓練として食
事・洗濯・整容面と支援を行っています。

　

● 育成会では自主製品販売として、育成会トイレッ
トペーパーを販売しております。市内の私立の保
育所・小学校・中学校・三条高等学校、また市役
所関係の施設や市内のホテルでは越前屋ホテル様
や会社関係では北興商事様など多く利用していた
だいています。最近では、オリジナルの柄のトイ
レットペーパーに会社
名を入れ、お客様への
挨拶回りなどに購入し
ていただくようになり
ました。チラシを配布
させていただきました
ので、是非、ご利用い
ただければと思います。

　 本日はありがとうございました。

社会福祉法人 青空福祉会
 　　　事務局長　川瀬　正　様

　皆さん、こんにちは、社会福
祉法人 青空福祉会の事務局長兼
施設長の川瀬です。よろしくお
願いいたします。
　まずもって、本日の昼食、当
法人の給食をご利用いただきま

してありがとうごさいました。
　本日、この場で皆さんのお顔を拝見しますと、前
職場（三条市役所）でお世話になった方々が多くお
られ、懐かしく思います。また、その節は大変お世
話になりありがとうとございました。
　さて、私ども青空福祉会は、主に精神の障がいの
ある方々の社会復帰、就労支援、働く場や交流の場
の提供、そして相談の対応等を行う通所型の社会福
祉施設であります。ご利用をいただける前提は、専
門医から病状が安定して、社会復帰や就労を目指す
ために施設利用することが適当であるとの診断と許
可をいただいた方を対象としています。
　クイズではありませんが、皆さんに質問いたしま
す。現在、精神疾患で精神科病院や専門医院に入
院、通院している方、患者さんは全国でどの位いら
つしゃるかをお聞きしたいと思います。全国で300
万人以上いると思われる方は手を挙げていただいた
だけますか。（当日、5～6人の手が挙がった）
　正解は、300万人以上で手を挙げた方が正解で
す。厚生労働省の平成26年の患者調査によれば、精
神疾患（統合失調症、双極性障害、パーソナリティ
障害、発達障害、認知症等）の患者数は総計で393万
人となってます。成人病の中で、糖尿病や悪性腫瘍

（癌）の患者数を超えて５大疾病のトップの患者数
となっていることは皆さんご存じでしょうか。
　また、日本の人口数が年々減少している中で、精
神疾患の患者数は年々増加しているのも事実であり
ます。特に、双極性障害（躁うつ病）が過去15年間
の間に2倍の患者数に増加しているのが特徴であ
り、日本の社会経済の動向が反映されているのでは
ないでしょうか。わしたち誰しもが環境や置かれて
いる状況が悪化すると発症する可能性があることを
物語っている数字ではないでしょうか。このような
背景もあり、当施設を利用される方は年々増えてい
ます。
　それでは、当法人で実施している事業を紹介、説
明させていただきます。
　当法人の紹介パンフ
レットをご覧下さい。開
いていただいて「ともし
び工房」では、3つの障
がい福祉サービス事業を
展開しています。
　一つは、「就労継続支援Ｂ型事業」（現在、定員20
名のところ27名の利用登録）です。このサービス事
業は、作業を希望する障
がいのある方に働く場を
提供します。一人ひとり
に合った作業や活動を通
じて、働く喜びと生活の
ための工賃収入を得る支
援を行っています。作業
としては、3法人の利用
者・職員に昼食（一日
140食）を給食事業とし
て提供しています。この
ほか、製菓製造販売、清
掃・除草の受託事業、市
内企業からの包装、組
立、点検等の受託事業が
あります。その売上が工
賃として利用者さんに支
払われます。
　また、ともしび工房の従たる事業所として、下田
庁舎庁舎脇に「きずなの会」の作業所があり、就労
継続支援Ｂ型事業を展開
しております。作業は受

注事業と農作業を中心おこなっています。
　定員15名で利用登録者数20名となっています。
　二つ目は、「自立訓練（生活訓練）事業（現在、定
員6名で、利用登録者6名）」です。この事業は、自
立した日常生活・社会生活能力の向上のための支援
を行っています。一定期
間（2年）、通所や訪問訓
練を組み合わせ支援をし
ています。利用登録者
は、学校卒業後、疾病を
始めいろんな理由で就労
できない方や就職した
が、うまくいかず改めて日常生活・社会生活能力の
訓練が必要な方、また、特別支援学校高等部卒業生
で、さらに訓練が必要な方が利用登録されていま
す。最近は、特別支援学校高等部の卒業生の利用登
録者が増えています。
　三つ目は、「就労移行支援事業（定員6名で9名の
利用登録者）」です。
　この事業は、一般企業
など（一般・障がい者雇
用）への就職を希望され
る方に、一定期間（ 2
年）、就労に必要な知識
及び能力の向上をのため
の支援を行います。また
適正に合った職場探しや就労後の職場定着のための
支援を行っています。近年は、障がい者雇用の義務
化（障がい者雇用率）もあり、当法人の利用者の
方々の障がい者雇用での就職実績も上がってきてい
ます。平成28年度は4名、平成27年度は6人の就職実
績でありました。職場定着率を上げていくために職
場定着支援にも力を入れています。
　次に、「青空地域生活支援センター事業（地域活動
支援センターⅠ型事業）」をご紹介します。この事
業は、三条市から委託されて受託事業として行って
います。病院を退院され
た方や在宅、通院中で
あっても社会や家族の中
で人間関係がうまくいか
ない方、孤立気味の方に
対して、仲間づくりの
場、安心してくつろげる
場を提供しています。ミーテイング、行事、ボラン
ティア活動、地域行事などへの参加を促したり、ま
た、普段の生活の中での困りごと、心配ごとについ
て、面接や電話などで相談に応じています。
　利用定員は30名となっていますが、年度末には利
用登録者は60名以上となっています。
　先程の精神疾患者の増加や入院から在宅・地域で

生活促進の動向の中で、病院や保健所、市役所の紹
介等で利用者数は増えています。
　最後の「相談支援センター青空」の運営事業は、
市からの受託事業で、障が児・者への各種相談支援
事業を行っています。相談事業の内容は、先程の三
条市手をつなぐ育成会さんの説明内容と同様であり
ます。市は、現在市内の4つの社会福祉法人に相談
支援事業を委託しています。当法人での対象者は3
障がい（身体・知的・精神）全部ですが、精神障が
い者本人、家族、関係機関からの相談数が圧倒的に
多くなっています。
　最後に、皆様へのお願いがあります。一つは、精
神障がい（者）への理解と配慮を深めいたたきます
ようお願いいたします。昨年4月に障害者差別解消
法が施行されましたが、障害者に対する差別、特に
精神障害者に対する差別がなくなりません。ごく一
部のそれも特殊の障がい者？が事件を起こすと、す
べての精神障がい者に対する偏見へと広がることが
懸念されます。
　二つ目は、来年4月から障がい者雇用の法定雇用
率のカウントに精神障がい者も対象となります。是
非、皆さんの職場でも、障がい者雇用をご検討いた
だき精伸障がい者の方々も雇用していただければ幸
いです。併せまして、皆様の会社が、障がい者への
職場見学や職場体験の受入れ企業となっていただけ
れば、なお幸いなことですので、よろしくお願いい
たします。
　本日は、グッデイいきいきサポートセンターにお
出でいただきまして誠にありがとうございました。

社会福祉法人 ひめさゆり福祉会　
らいふ・すていしょん所長
　　　　　　　佐藤光雄　様
　ひめさゆり福祉会「らいふ・
すていしょん」所長の佐藤光雄
と申します。よろしくお願いし
ます。
　ひめさゆり福祉会は、平成8年

に下田地区に障がいを持つ人たちの「小規模作業所
ピュアハウス」として保護者を中心に運営を開始
し、翌年「下田村手をつなぐ育成会」を経て平成１
5年に社会福祉法人として県から認可を受け現在に
至ります。
　パンフレットを参考に説明させていただきます。
ひめさゆり福祉会は法人本部が下田地区のピュアハ
ウスにあります。
　ピュアハウスでは「生活介護事業」「就労移行支

援事業」「就労継続支援事業Ｂ型事業」「相談支援事
業」を行っています。
【生活介護】
障がい程度区分が3以
上の中・重度の身体
及び知的障がいの方
対象に、排泄介助、
食事介助、入浴サー
ビスの支援をしてい
ます。併せて利用者
のニーズを捉えながら行事創作活動、身体機能の
低下を防ぐための訓練を行っています。

【就労移行支援】
一般企業等への就職
を希望している障が
いのある方に、働く
ための意識や作業能
力の向上、社会人と
してのルールやマ
ナーについて必要な
訓練、就職の支援を行っています。

【就労継続支援Ｂ型事業」
一般企業での就労は難しいけれど、作業を希望す
る障がいのある方に働く場を提供し、利用者の能
力に応じた作業や行事を通して働く喜びの支援を
行っています。

【相談支援事業】
障がいのある方や家族の方が、地域で生活する上
で困っている事や悩みなどに相談支援を行ってい
る所です。秘密は硬く守られます。

　グッデイいきいきサポートセンター内では「らい
ふ・すていしょん」があり、「生活介護事業」と
「放課後等デイサービス事業」を行っています。
【生活介護】　
一日の定員が18
名で、現在27名
の方が利用して
います。それぞ
れ軽作業や個別
に 合 わ せ た 訓
練、レクリェー
ションなど張り合いを持って通所しています。
作業はＳ字フック、ペットボトルキャップ選別な
どの軽作業、授産品作りなどを行っており、作業
に参加できない利用者は個別計画に沿って楽しん
で通える支援をしています。
他、季節の行事、外出などの活動を通していきい
きと過ごせる場の提供を行えるよう努めていま
す。

【放課後等デイサービス】
一日の定員が 5 名
で、療育が必要な小
学生～18才までの生
徒（主に月ヶ岡特別
支援学校）に対して
放課後や夏休みなど
の長期休みの期間利
用できる場を提供しています。生活能力の向上、
集団生活への適応訓練、創作活動、運動遊び等を
通して自立促進を行っています。

その他の以下の事業を行っています。
【レストランひめさゆり】
三条市役所内で就労継
続支援Ａ型事業「レス
トランひめさゆり」を
行っています。定員は
10人で、レストラン業
務を通して働く喜びと楽しい生活のための工賃収
入を得る支援を行っています。
おいしい日替わり定食、様々なメニューと現在は
期間限定のカレーラーメンも用意してありますの
で、市役所へお越しの際は是非ご利用下さい。

【あすなろの家】
地域生活支援事業とし
て三条市からの委託を
受け、栄地区で地域活
動支援センター「あす
なろの家」を行ってい
ます。交流活動や創作
活動、作業の機会を提供し、社会と交流促進を図
り日常生活に必要な支援を行っています。

【グループホーム】
グループホームは地域でそ
の人らしく自立した日常生
活を送るための住まいで、
少人数での共同生活（個
室）を送りながら企業や福
祉サービス事業所へ通って
いる所です。世話人が食事
や生活支援を行い、休みの日には買い物や外出を
楽しんだりして過ごしています。それぞれ定員５
名で栄地区に「いずみ荘」、下田地区に「パン
ジー」があります。

　以上ひめさゆり福祉会の簡単な説明になりました
が、障がいがあっても一人ひとりが地域であたりま
えに暮らして行くための支援に努めています。　
　ありがとうございました。
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社会福祉法人
　三条市手をつなぐ育成会
　　常務理事  丸山　裕子　様
　本日は、グッデイいきいきサ
ポートセンターにおいでいただき
ましてありがとうございます。社
会福祉法人 三条市手をつなぐ育
成会で常務理事をしています、丸

山裕子と申します。よろしくお願いいたします。
　育成会パンフレットに添って紹介させていただき
ます。
〇 生活介護事業の紹介をさせていただきます。
・介護の方は障害程
度区分3以上の方が利
用できるサービスに
なります。（障害程度
区分とは、研修を受
けた調査員が本人と
保護者に106項目の聞
き取りを行い、調査の結果を行政に上げ審査をし
てもらい区分が決定します。区分によって使える
サービスや利用料が決定します。）数字が大きい
ほど、支援度が必要になりまので、介護は支援が
必要な方が利用できるサービスとなります。活動
内容ですが、生活介護の保護者の方のニーズで多
く聞かれる事は楽しく元気に通い続けてほしい。
体力が低下しないでほしいという事が上がってき
ます。そのニーズに応え午後はこのホールを利用
し、体力づくりの時間を多く設け、ゲームやマッ
ト運動など利用者さんが無理なく楽しく身体を動
かせるように支援させていただいています。

〇 自立訓練事業の紹介をさせていただきます。
自立した日常生活、社
会生活を送るための力
をつける支援を行って
います。
生活練習では買い物練
習や洗濯練習を行って
います。また、一つで
も自分で出来るように整容面で男性は髭剃り練習
女性では髪の毛をとかす練習など行っています。
また外出活動で公共機関を使っての練習や社会で
のマナーを練習しています。

〇 就労継続支援B型事業の紹介をさせていただきます。
一般就労が難しい方
や、1日働いて工賃を
たくさんほしいという
方が利用されてます。
すてっぷ事業所では三
条市内で10社ちかくの

会社より、受注作業をいただき利用者さんに作業
を提供していす。施設外作業として三条県央工業
様、テクノスクール様で清掃のお仕事をしていま
す。特性によっては私たち健常者より作業スピー
ドもあり丁寧に集中して行える方もいます。

〇 日中一時支援事業の紹介をさせていただきます。
保護者が見守りや介護
ができない時に一時的
にお預かりする事業に
なります。
開所時間は
平日７：３０～
　夜７：３０
朝、午後2便　月ヶ岡特別支援学校送迎サービス
を行っています。
土曜日は９：００～１７：３０　育成会の利用者
さんだけでなく、一般就労された方や他の法人利
用者さん、学童の方も利用されています。

〇 相談支援事業 つなぐの紹介をさせていただきます。
相談支援の役割とは、
障がいのある方に基本
的な相談と福祉サービ
ス等利用計画の作成及
び地域生活への移行に
向けた支援となりま
す。利用計画の作成と
は介護保険で言うところの「ケアプラン」となり
ます。
ご本人の希望する生活を実現するために　必要と
なる幅広いサービスから、適切なサービスの組み
合わせを考えるトータルプランです。相談支援事
業は直接支援を行う事業ではありません。相談者
の望む「生活」「仕事」「余暇」の形をかなえるた
めに相談者の話を聴き必要なサービスと結びつけ
る事が仕事です。

〇 短期入所事業 アトムを紹介させていただきます。
冠婚葬祭、緊急時の利
用が目的ですが、育成
会では将来の生活を見
据えて生活訓練として
平日保護者から離れて
泊まる練習をしていま
す。生活訓練として食
事・洗濯・整容面と支援を行っています。

　

● 育成会では自主製品販売として、育成会トイレッ
トペーパーを販売しております。市内の私立の保
育所・小学校・中学校・三条高等学校、また市役
所関係の施設や市内のホテルでは越前屋ホテル様
や会社関係では北興商事様など多く利用していた
だいています。最近では、オリジナルの柄のトイ
レットペーパーに会社
名を入れ、お客様への
挨拶回りなどに購入し
ていただくようになり
ました。チラシを配布
させていただきました
ので、是非、ご利用い
ただければと思います。

　 本日はありがとうございました。

社会福祉法人 青空福祉会
 　　　事務局長　川瀬　正　様

　皆さん、こんにちは、社会福
祉法人 青空福祉会の事務局長兼
施設長の川瀬です。よろしくお
願いいたします。
　まずもって、本日の昼食、当
法人の給食をご利用いただきま

してありがとうごさいました。
　本日、この場で皆さんのお顔を拝見しますと、前
職場（三条市役所）でお世話になった方々が多くお
られ、懐かしく思います。また、その節は大変お世
話になりありがとうとございました。
　さて、私ども青空福祉会は、主に精神の障がいの
ある方々の社会復帰、就労支援、働く場や交流の場
の提供、そして相談の対応等を行う通所型の社会福
祉施設であります。ご利用をいただける前提は、専
門医から病状が安定して、社会復帰や就労を目指す
ために施設利用することが適当であるとの診断と許
可をいただいた方を対象としています。
　クイズではありませんが、皆さんに質問いたしま
す。現在、精神疾患で精神科病院や専門医院に入
院、通院している方、患者さんは全国でどの位いら
つしゃるかをお聞きしたいと思います。全国で300
万人以上いると思われる方は手を挙げていただいた
だけますか。（当日、5～6人の手が挙がった）
　正解は、300万人以上で手を挙げた方が正解で
す。厚生労働省の平成26年の患者調査によれば、精
神疾患（統合失調症、双極性障害、パーソナリティ
障害、発達障害、認知症等）の患者数は総計で393万
人となってます。成人病の中で、糖尿病や悪性腫瘍

（癌）の患者数を超えて５大疾病のトップの患者数
となっていることは皆さんご存じでしょうか。
　また、日本の人口数が年々減少している中で、精
神疾患の患者数は年々増加しているのも事実であり
ます。特に、双極性障害（躁うつ病）が過去15年間
の間に2倍の患者数に増加しているのが特徴であ
り、日本の社会経済の動向が反映されているのでは
ないでしょうか。わしたち誰しもが環境や置かれて
いる状況が悪化すると発症する可能性があることを
物語っている数字ではないでしょうか。このような
背景もあり、当施設を利用される方は年々増えてい
ます。
　それでは、当法人で実施している事業を紹介、説
明させていただきます。
　当法人の紹介パンフ
レットをご覧下さい。開
いていただいて「ともし
び工房」では、3つの障
がい福祉サービス事業を
展開しています。
　一つは、「就労継続支援Ｂ型事業」（現在、定員20
名のところ27名の利用登録）です。このサービス事
業は、作業を希望する障
がいのある方に働く場を
提供します。一人ひとり
に合った作業や活動を通
じて、働く喜びと生活の
ための工賃収入を得る支
援を行っています。作業
としては、3法人の利用
者・職員に昼食（一日
140食）を給食事業とし
て提供しています。この
ほか、製菓製造販売、清
掃・除草の受託事業、市
内企業からの包装、組
立、点検等の受託事業が
あります。その売上が工
賃として利用者さんに支
払われます。
　また、ともしび工房の従たる事業所として、下田
庁舎庁舎脇に「きずなの会」の作業所があり、就労
継続支援Ｂ型事業を展開
しております。作業は受

注事業と農作業を中心おこなっています。
　定員15名で利用登録者数20名となっています。
　二つ目は、「自立訓練（生活訓練）事業（現在、定
員6名で、利用登録者6名）」です。この事業は、自
立した日常生活・社会生活能力の向上のための支援
を行っています。一定期
間（2年）、通所や訪問訓
練を組み合わせ支援をし
ています。利用登録者
は、学校卒業後、疾病を
始めいろんな理由で就労
できない方や就職した
が、うまくいかず改めて日常生活・社会生活能力の
訓練が必要な方、また、特別支援学校高等部卒業生
で、さらに訓練が必要な方が利用登録されていま
す。最近は、特別支援学校高等部の卒業生の利用登
録者が増えています。
　三つ目は、「就労移行支援事業（定員6名で9名の
利用登録者）」です。
　この事業は、一般企業
など（一般・障がい者雇
用）への就職を希望され
る方に、一定期間（ 2
年）、就労に必要な知識
及び能力の向上をのため
の支援を行います。また
適正に合った職場探しや就労後の職場定着のための
支援を行っています。近年は、障がい者雇用の義務
化（障がい者雇用率）もあり、当法人の利用者の
方々の障がい者雇用での就職実績も上がってきてい
ます。平成28年度は4名、平成27年度は6人の就職実
績でありました。職場定着率を上げていくために職
場定着支援にも力を入れています。
　次に、「青空地域生活支援センター事業（地域活動
支援センターⅠ型事業）」をご紹介します。この事
業は、三条市から委託されて受託事業として行って
います。病院を退院され
た方や在宅、通院中で
あっても社会や家族の中
で人間関係がうまくいか
ない方、孤立気味の方に
対して、仲間づくりの
場、安心してくつろげる
場を提供しています。ミーテイング、行事、ボラン
ティア活動、地域行事などへの参加を促したり、ま
た、普段の生活の中での困りごと、心配ごとについ
て、面接や電話などで相談に応じています。
　利用定員は30名となっていますが、年度末には利
用登録者は60名以上となっています。
　先程の精神疾患者の増加や入院から在宅・地域で

生活促進の動向の中で、病院や保健所、市役所の紹
介等で利用者数は増えています。
　最後の「相談支援センター青空」の運営事業は、
市からの受託事業で、障が児・者への各種相談支援
事業を行っています。相談事業の内容は、先程の三
条市手をつなぐ育成会さんの説明内容と同様であり
ます。市は、現在市内の4つの社会福祉法人に相談
支援事業を委託しています。当法人での対象者は3
障がい（身体・知的・精神）全部ですが、精神障が
い者本人、家族、関係機関からの相談数が圧倒的に
多くなっています。
　最後に、皆様へのお願いがあります。一つは、精
神障がい（者）への理解と配慮を深めいたたきます
ようお願いいたします。昨年4月に障害者差別解消
法が施行されましたが、障害者に対する差別、特に
精神障害者に対する差別がなくなりません。ごく一
部のそれも特殊の障がい者？が事件を起こすと、す
べての精神障がい者に対する偏見へと広がることが
懸念されます。
　二つ目は、来年4月から障がい者雇用の法定雇用
率のカウントに精神障がい者も対象となります。是
非、皆さんの職場でも、障がい者雇用をご検討いた
だき精伸障がい者の方々も雇用していただければ幸
いです。併せまして、皆様の会社が、障がい者への
職場見学や職場体験の受入れ企業となっていただけ
れば、なお幸いなことですので、よろしくお願いい
たします。
　本日は、グッデイいきいきサポートセンターにお
出でいただきまして誠にありがとうございました。

社会福祉法人 ひめさゆり福祉会　
らいふ・すていしょん所長
　　　　　　　佐藤光雄　様
　ひめさゆり福祉会「らいふ・
すていしょん」所長の佐藤光雄
と申します。よろしくお願いし
ます。
　ひめさゆり福祉会は、平成8年

に下田地区に障がいを持つ人たちの「小規模作業所
ピュアハウス」として保護者を中心に運営を開始
し、翌年「下田村手をつなぐ育成会」を経て平成１
5年に社会福祉法人として県から認可を受け現在に
至ります。
　パンフレットを参考に説明させていただきます。
ひめさゆり福祉会は法人本部が下田地区のピュアハ
ウスにあります。
　ピュアハウスでは「生活介護事業」「就労移行支

援事業」「就労継続支援事業Ｂ型事業」「相談支援事
業」を行っています。
【生活介護】
障がい程度区分が3以
上の中・重度の身体
及び知的障がいの方
対象に、排泄介助、
食事介助、入浴サー
ビスの支援をしてい
ます。併せて利用者
のニーズを捉えながら行事創作活動、身体機能の
低下を防ぐための訓練を行っています。

【就労移行支援】
一般企業等への就職
を希望している障が
いのある方に、働く
ための意識や作業能
力の向上、社会人と
してのルールやマ
ナーについて必要な
訓練、就職の支援を行っています。

【就労継続支援Ｂ型事業」
一般企業での就労は難しいけれど、作業を希望す
る障がいのある方に働く場を提供し、利用者の能
力に応じた作業や行事を通して働く喜びの支援を
行っています。

【相談支援事業】
障がいのある方や家族の方が、地域で生活する上
で困っている事や悩みなどに相談支援を行ってい
る所です。秘密は硬く守られます。

　グッデイいきいきサポートセンター内では「らい
ふ・すていしょん」があり、「生活介護事業」と
「放課後等デイサービス事業」を行っています。
【生活介護】　
一日の定員が18
名で、現在27名
の方が利用して
います。それぞ
れ軽作業や個別
に 合 わ せ た 訓
練、レクリェー
ションなど張り合いを持って通所しています。
作業はＳ字フック、ペットボトルキャップ選別な
どの軽作業、授産品作りなどを行っており、作業
に参加できない利用者は個別計画に沿って楽しん
で通える支援をしています。
他、季節の行事、外出などの活動を通していきい
きと過ごせる場の提供を行えるよう努めていま
す。

【放課後等デイサービス】
一日の定員が 5 名
で、療育が必要な小
学生～18才までの生
徒（主に月ヶ岡特別
支援学校）に対して
放課後や夏休みなど
の長期休みの期間利
用できる場を提供しています。生活能力の向上、
集団生活への適応訓練、創作活動、運動遊び等を
通して自立促進を行っています。

その他の以下の事業を行っています。
【レストランひめさゆり】
三条市役所内で就労継
続支援Ａ型事業「レス
トランひめさゆり」を
行っています。定員は
10人で、レストラン業
務を通して働く喜びと楽しい生活のための工賃収
入を得る支援を行っています。
おいしい日替わり定食、様々なメニューと現在は
期間限定のカレーラーメンも用意してありますの
で、市役所へお越しの際は是非ご利用下さい。

【あすなろの家】
地域生活支援事業とし
て三条市からの委託を
受け、栄地区で地域活
動支援センター「あす
なろの家」を行ってい
ます。交流活動や創作
活動、作業の機会を提供し、社会と交流促進を図
り日常生活に必要な支援を行っています。

【グループホーム】
グループホームは地域でそ
の人らしく自立した日常生
活を送るための住まいで、
少人数での共同生活（個
室）を送りながら企業や福
祉サービス事業所へ通って
いる所です。世話人が食事
や生活支援を行い、休みの日には買い物や外出を
楽しんだりして過ごしています。それぞれ定員５
名で栄地区に「いずみ荘」、下田地区に「パン
ジー」があります。

　以上ひめさゆり福祉会の簡単な説明になりました
が、障がいがあっても一人ひとりが地域であたりま
えに暮らして行くための支援に努めています。　
　ありがとうございました。
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社会福祉法人
　三条市手をつなぐ育成会
　　常務理事  丸山　裕子　様
　本日は、グッデイいきいきサ
ポートセンターにおいでいただき
ましてありがとうございます。社
会福祉法人 三条市手をつなぐ育
成会で常務理事をしています、丸

山裕子と申します。よろしくお願いいたします。
　育成会パンフレットに添って紹介させていただき
ます。
〇 生活介護事業の紹介をさせていただきます。
・介護の方は障害程
度区分3以上の方が利
用できるサービスに
なります。（障害程度
区分とは、研修を受
けた調査員が本人と
保護者に106項目の聞
き取りを行い、調査の結果を行政に上げ審査をし
てもらい区分が決定します。区分によって使える
サービスや利用料が決定します。）数字が大きい
ほど、支援度が必要になりまので、介護は支援が
必要な方が利用できるサービスとなります。活動
内容ですが、生活介護の保護者の方のニーズで多
く聞かれる事は楽しく元気に通い続けてほしい。
体力が低下しないでほしいという事が上がってき
ます。そのニーズに応え午後はこのホールを利用
し、体力づくりの時間を多く設け、ゲームやマッ
ト運動など利用者さんが無理なく楽しく身体を動
かせるように支援させていただいています。

〇 自立訓練事業の紹介をさせていただきます。
自立した日常生活、社
会生活を送るための力
をつける支援を行って
います。
生活練習では買い物練
習や洗濯練習を行って
います。また、一つで
も自分で出来るように整容面で男性は髭剃り練習
女性では髪の毛をとかす練習など行っています。
また外出活動で公共機関を使っての練習や社会で
のマナーを練習しています。

〇 就労継続支援B型事業の紹介をさせていただきます。
一般就労が難しい方
や、1日働いて工賃を
たくさんほしいという
方が利用されてます。
すてっぷ事業所では三
条市内で10社ちかくの

会社より、受注作業をいただき利用者さんに作業
を提供していす。施設外作業として三条県央工業
様、テクノスクール様で清掃のお仕事をしていま
す。特性によっては私たち健常者より作業スピー
ドもあり丁寧に集中して行える方もいます。

〇 日中一時支援事業の紹介をさせていただきます。
保護者が見守りや介護
ができない時に一時的
にお預かりする事業に
なります。
開所時間は
平日７：３０～
　夜７：３０
朝、午後2便　月ヶ岡特別支援学校送迎サービス
を行っています。
土曜日は９：００～１７：３０　育成会の利用者
さんだけでなく、一般就労された方や他の法人利
用者さん、学童の方も利用されています。

〇 相談支援事業 つなぐの紹介をさせていただきます。
相談支援の役割とは、
障がいのある方に基本
的な相談と福祉サービ
ス等利用計画の作成及
び地域生活への移行に
向けた支援となりま
す。利用計画の作成と
は介護保険で言うところの「ケアプラン」となり
ます。
ご本人の希望する生活を実現するために　必要と
なる幅広いサービスから、適切なサービスの組み
合わせを考えるトータルプランです。相談支援事
業は直接支援を行う事業ではありません。相談者
の望む「生活」「仕事」「余暇」の形をかなえるた
めに相談者の話を聴き必要なサービスと結びつけ
る事が仕事です。

〇 短期入所事業 アトムを紹介させていただきます。
冠婚葬祭、緊急時の利
用が目的ですが、育成
会では将来の生活を見
据えて生活訓練として
平日保護者から離れて
泊まる練習をしていま
す。生活訓練として食
事・洗濯・整容面と支援を行っています。

　

● 育成会では自主製品販売として、育成会トイレッ
トペーパーを販売しております。市内の私立の保
育所・小学校・中学校・三条高等学校、また市役
所関係の施設や市内のホテルでは越前屋ホテル様
や会社関係では北興商事様など多く利用していた
だいています。最近では、オリジナルの柄のトイ
レットペーパーに会社
名を入れ、お客様への
挨拶回りなどに購入し
ていただくようになり
ました。チラシを配布
させていただきました
ので、是非、ご利用い
ただければと思います。

　 本日はありがとうございました。

社会福祉法人 青空福祉会
 　　　事務局長　川瀬　正　様

　皆さん、こんにちは、社会福
祉法人 青空福祉会の事務局長兼
施設長の川瀬です。よろしくお
願いいたします。
　まずもって、本日の昼食、当
法人の給食をご利用いただきま

してありがとうごさいました。
　本日、この場で皆さんのお顔を拝見しますと、前
職場（三条市役所）でお世話になった方々が多くお
られ、懐かしく思います。また、その節は大変お世
話になりありがとうとございました。
　さて、私ども青空福祉会は、主に精神の障がいの
ある方々の社会復帰、就労支援、働く場や交流の場
の提供、そして相談の対応等を行う通所型の社会福
祉施設であります。ご利用をいただける前提は、専
門医から病状が安定して、社会復帰や就労を目指す
ために施設利用することが適当であるとの診断と許
可をいただいた方を対象としています。
　クイズではありませんが、皆さんに質問いたしま
す。現在、精神疾患で精神科病院や専門医院に入
院、通院している方、患者さんは全国でどの位いら
つしゃるかをお聞きしたいと思います。全国で300
万人以上いると思われる方は手を挙げていただいた
だけますか。（当日、5～6人の手が挙がった）
　正解は、300万人以上で手を挙げた方が正解で
す。厚生労働省の平成26年の患者調査によれば、精
神疾患（統合失調症、双極性障害、パーソナリティ
障害、発達障害、認知症等）の患者数は総計で393万
人となってます。成人病の中で、糖尿病や悪性腫瘍

（癌）の患者数を超えて５大疾病のトップの患者数
となっていることは皆さんご存じでしょうか。
　また、日本の人口数が年々減少している中で、精
神疾患の患者数は年々増加しているのも事実であり
ます。特に、双極性障害（躁うつ病）が過去15年間
の間に2倍の患者数に増加しているのが特徴であ
り、日本の社会経済の動向が反映されているのでは
ないでしょうか。わしたち誰しもが環境や置かれて
いる状況が悪化すると発症する可能性があることを
物語っている数字ではないでしょうか。このような
背景もあり、当施設を利用される方は年々増えてい
ます。
　それでは、当法人で実施している事業を紹介、説
明させていただきます。
　当法人の紹介パンフ
レットをご覧下さい。開
いていただいて「ともし
び工房」では、3つの障
がい福祉サービス事業を
展開しています。
　一つは、「就労継続支援Ｂ型事業」（現在、定員20
名のところ27名の利用登録）です。このサービス事
業は、作業を希望する障
がいのある方に働く場を
提供します。一人ひとり
に合った作業や活動を通
じて、働く喜びと生活の
ための工賃収入を得る支
援を行っています。作業
としては、3法人の利用
者・職員に昼食（一日
140食）を給食事業とし
て提供しています。この
ほか、製菓製造販売、清
掃・除草の受託事業、市
内企業からの包装、組
立、点検等の受託事業が
あります。その売上が工
賃として利用者さんに支
払われます。
　また、ともしび工房の従たる事業所として、下田
庁舎庁舎脇に「きずなの会」の作業所があり、就労
継続支援Ｂ型事業を展開
しております。作業は受

注事業と農作業を中心おこなっています。
　定員15名で利用登録者数20名となっています。
　二つ目は、「自立訓練（生活訓練）事業（現在、定
員6名で、利用登録者6名）」です。この事業は、自
立した日常生活・社会生活能力の向上のための支援
を行っています。一定期
間（2年）、通所や訪問訓
練を組み合わせ支援をし
ています。利用登録者
は、学校卒業後、疾病を
始めいろんな理由で就労
できない方や就職した
が、うまくいかず改めて日常生活・社会生活能力の
訓練が必要な方、また、特別支援学校高等部卒業生
で、さらに訓練が必要な方が利用登録されていま
す。最近は、特別支援学校高等部の卒業生の利用登
録者が増えています。
　三つ目は、「就労移行支援事業（定員6名で9名の
利用登録者）」です。
　この事業は、一般企業
など（一般・障がい者雇
用）への就職を希望され
る方に、一定期間（ 2
年）、就労に必要な知識
及び能力の向上をのため
の支援を行います。また
適正に合った職場探しや就労後の職場定着のための
支援を行っています。近年は、障がい者雇用の義務
化（障がい者雇用率）もあり、当法人の利用者の
方々の障がい者雇用での就職実績も上がってきてい
ます。平成28年度は4名、平成27年度は6人の就職実
績でありました。職場定着率を上げていくために職
場定着支援にも力を入れています。
　次に、「青空地域生活支援センター事業（地域活動
支援センターⅠ型事業）」をご紹介します。この事
業は、三条市から委託されて受託事業として行って
います。病院を退院され
た方や在宅、通院中で
あっても社会や家族の中
で人間関係がうまくいか
ない方、孤立気味の方に
対して、仲間づくりの
場、安心してくつろげる
場を提供しています。ミーテイング、行事、ボラン
ティア活動、地域行事などへの参加を促したり、ま
た、普段の生活の中での困りごと、心配ごとについ
て、面接や電話などで相談に応じています。
　利用定員は30名となっていますが、年度末には利
用登録者は60名以上となっています。
　先程の精神疾患者の増加や入院から在宅・地域で

生活促進の動向の中で、病院や保健所、市役所の紹
介等で利用者数は増えています。
　最後の「相談支援センター青空」の運営事業は、
市からの受託事業で、障が児・者への各種相談支援
事業を行っています。相談事業の内容は、先程の三
条市手をつなぐ育成会さんの説明内容と同様であり
ます。市は、現在市内の4つの社会福祉法人に相談
支援事業を委託しています。当法人での対象者は3
障がい（身体・知的・精神）全部ですが、精神障が
い者本人、家族、関係機関からの相談数が圧倒的に
多くなっています。
　最後に、皆様へのお願いがあります。一つは、精
神障がい（者）への理解と配慮を深めいたたきます
ようお願いいたします。昨年4月に障害者差別解消
法が施行されましたが、障害者に対する差別、特に
精神障害者に対する差別がなくなりません。ごく一
部のそれも特殊の障がい者？が事件を起こすと、す
べての精神障がい者に対する偏見へと広がることが
懸念されます。
　二つ目は、来年4月から障がい者雇用の法定雇用
率のカウントに精神障がい者も対象となります。是
非、皆さんの職場でも、障がい者雇用をご検討いた
だき精伸障がい者の方々も雇用していただければ幸
いです。併せまして、皆様の会社が、障がい者への
職場見学や職場体験の受入れ企業となっていただけ
れば、なお幸いなことですので、よろしくお願いい
たします。
　本日は、グッデイいきいきサポートセンターにお
出でいただきまして誠にありがとうございました。

社会福祉法人 ひめさゆり福祉会　
らいふ・すていしょん所長
　　　　　　　佐藤光雄　様
　ひめさゆり福祉会「らいふ・
すていしょん」所長の佐藤光雄
と申します。よろしくお願いし
ます。
　ひめさゆり福祉会は、平成8年

に下田地区に障がいを持つ人たちの「小規模作業所
ピュアハウス」として保護者を中心に運営を開始
し、翌年「下田村手をつなぐ育成会」を経て平成１
5年に社会福祉法人として県から認可を受け現在に
至ります。
　パンフレットを参考に説明させていただきます。
ひめさゆり福祉会は法人本部が下田地区のピュアハ
ウスにあります。
　ピュアハウスでは「生活介護事業」「就労移行支

援事業」「就労継続支援事業Ｂ型事業」「相談支援事
業」を行っています。
【生活介護】
障がい程度区分が3以
上の中・重度の身体
及び知的障がいの方
対象に、排泄介助、
食事介助、入浴サー
ビスの支援をしてい
ます。併せて利用者
のニーズを捉えながら行事創作活動、身体機能の
低下を防ぐための訓練を行っています。

【就労移行支援】
一般企業等への就職
を希望している障が
いのある方に、働く
ための意識や作業能
力の向上、社会人と
してのルールやマ
ナーについて必要な
訓練、就職の支援を行っています。

【就労継続支援Ｂ型事業」
一般企業での就労は難しいけれど、作業を希望す
る障がいのある方に働く場を提供し、利用者の能
力に応じた作業や行事を通して働く喜びの支援を
行っています。

【相談支援事業】
障がいのある方や家族の方が、地域で生活する上
で困っている事や悩みなどに相談支援を行ってい
る所です。秘密は硬く守られます。

　グッデイいきいきサポートセンター内では「らい
ふ・すていしょん」があり、「生活介護事業」と
「放課後等デイサービス事業」を行っています。
【生活介護】　
一日の定員が18
名で、現在27名
の方が利用して
います。それぞ
れ軽作業や個別
に 合 わ せ た 訓
練、レクリェー
ションなど張り合いを持って通所しています。
作業はＳ字フック、ペットボトルキャップ選別な
どの軽作業、授産品作りなどを行っており、作業
に参加できない利用者は個別計画に沿って楽しん
で通える支援をしています。
他、季節の行事、外出などの活動を通していきい
きと過ごせる場の提供を行えるよう努めていま
す。

【放課後等デイサービス】
一日の定員が 5 名
で、療育が必要な小
学生～18才までの生
徒（主に月ヶ岡特別
支援学校）に対して
放課後や夏休みなど
の長期休みの期間利
用できる場を提供しています。生活能力の向上、
集団生活への適応訓練、創作活動、運動遊び等を
通して自立促進を行っています。

その他の以下の事業を行っています。
【レストランひめさゆり】
三条市役所内で就労継
続支援Ａ型事業「レス
トランひめさゆり」を
行っています。定員は
10人で、レストラン業
務を通して働く喜びと楽しい生活のための工賃収
入を得る支援を行っています。
おいしい日替わり定食、様々なメニューと現在は
期間限定のカレーラーメンも用意してありますの
で、市役所へお越しの際は是非ご利用下さい。

【あすなろの家】
地域生活支援事業とし
て三条市からの委託を
受け、栄地区で地域活
動支援センター「あす
なろの家」を行ってい
ます。交流活動や創作
活動、作業の機会を提供し、社会と交流促進を図
り日常生活に必要な支援を行っています。

【グループホーム】
グループホームは地域でそ
の人らしく自立した日常生
活を送るための住まいで、
少人数での共同生活（個
室）を送りながら企業や福
祉サービス事業所へ通って
いる所です。世話人が食事
や生活支援を行い、休みの日には買い物や外出を
楽しんだりして過ごしています。それぞれ定員５
名で栄地区に「いずみ荘」、下田地区に「パン
ジー」があります。

　以上ひめさゆり福祉会の簡単な説明になりました
が、障がいがあっても一人ひとりが地域であたりま
えに暮らして行くための支援に努めています。　
　ありがとうございました。
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会長挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　小出子恵出 会長

　今日は、グッデイいきいきサポートセ
ンター様の御厚意により職場見学をさせ
ていただきます。鈴木理事長さんをはじ
め、お忙しいところ誠に有難うございま
す。
　私は、下田地区のピュアハウスに3回お
邪魔しています。そこで障がいのある方
の話相手をしたり、世話をする職員の活

動を見せてもらいました。職員の方は障がいのある方から目
が離せないのです。大変な仕事だと思っています。

　この施設は、障がいのある人が自身の身近な地域で安心し
て暮らせるための、拠点としての機能と役割を果たしていま
す。三条市では大事な施設です。

　職場例会を機会に、皆さんから少しでも障がいのある方の
よき理解者になって頂きたいと思います。

「卓　話」

グッデイいきいきサポートセンター
運営協議会　会長
社会福祉法人　
三条市手をつなぐ育成会
　　　　理事長　鈴木守男　様
　三条ロータリークラブの皆様
方、本日は「移動例会」によう
こそお出で下さいました。

　私は「グッデイいきいきサポートセンター運営協
議会」会長と代表法人である「社会福祉法人三条市
手をつなぐ育成会」理事長を務めております鈴木と
申します。本日はよろしくお願い致します。私が施
設全体の紹介をさせていただいた後、3法人の管理
者・所長が事業内容を説明申し上げます。
「グッデイいきいきサポートセンター」は
知的障がい者を支援する「三条市手をつなぐ育成会」、

精神障がい者を支援する「青空福祉会」、

重度身体障がい者を支援する「ひめさゆり福祉会」

の3つの社会福祉法人で構成されています。平成24
年7月の開所で満5年が経過しました。それぞれが独
立した経営を行っております。玄関は別々ですが、
一つの屋根の下で、廊下で繋がっております。異な
る障がいを持つ人たちを支援する社会福祉法人が、
同じ敷地内で、同じ屋根の下で活動をしているのは
全国であまり例がありません。
　開設経緯を申し上げます。本施設開設前、3法人が
運営していた施設は老朽化や狭隘であること、また
民間の借用物件である施設もあり、いずれも新たな
障害福祉サービスの事情展開が困難という課題を抱
えており、新たな施設整備が望まれておりました。
　小さな施設をバラバラに造るのではなく、既存の
老朽化した施設等を統合し、ゆとりある敷地を確保
した中で拠点化した施設整備を進めることが重要で
ある、との方針が決定されました。
　また、「障がい者自立支援法」に基づく新体系
サービスの提供を可能とし、障がい種別（知的・精
神・身体）にかかわらず、障がいのある方々が必要
とするサービスを利用できるサービスの拠点とし
て、3障がいを合わせた三条市初の「障がい者拠点
施設」の建設に至りました。
　この施設の開所前は、同じ市内に居ながら3法人
の職員はほとんど交流がありませんでした。従っ
て、それぞれの施設の利用者の障がいの実態も専門
外ということで、良くは分かっておりませんでし
た。お互いの持ち味を生かそうとの考えで、私は育
成会の利用者・職員の給食を開所当初から青空福祉
会ともしび工房に委託しました。青空福祉会がかね
てより、給食事業をメーン事業に考えていたからで
す。現在は3法人の利用者・職員併せて毎日平均220
人が大変おいしい昼食をいただいております。育成
会の「ショートスティ事業・アトム」の夜、朝の食
材も提供してもらっております。皆さんにお食べい
ただいた本日の昼食は、利用者・職員と同じメ
ニューです。
　3法人の連携した活動は、合同の防火訓練、防災
訓練、防犯訓練は既に実施しております。障がいの
共通理解、職員の共通研修等、これからが本番で
す。厚労省もその成果に注目しているところであり
ます。
　例会閉会後、各事業をご見学していただきます
が、是非大所高所からご指導、アドバイスを頂けれ
ば幸いです。
　本日はご来所いただきありがとうございました。
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　　次々週例会　 10月11日　　　米山月間 「米山奨学生卓話」
　　　　　　　　　　　　　　　　米山奨学生　ペニャ・エドアルド君
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